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常勤職員

○未就学児の養育のた

め勤務時間の始めか終

わりに勤務しないこと

（1日2時間まで）

○無給

○未就学児の養育のた

め勤務時間の一部また

は全部を勤務しないこ

と（1日2時間までまた

は1年に10日相当ま

で）

○無給

○小学校就学前の子ど

もが対象

○年5日以内（子が2人

以上の場合には10日）

○有給

○小学校3年生までの

子どもが対象

○年5日以内（子が2人

以上の場合には10日）

○感染症による学級閉

鎖等に伴う子の世話及

び教育・保育に係る行

事への参加でも取得可

○有給

○年5日以内（要介護

者が2人以上の場合に

は10日）

○有給

○年5日以内（要介護

者が2人以上の場合に

は10日）

○有給

非常勤職員

○3歳未満の子の養育

のため勤務時間の始め

か終わりに勤務しない

こと（1日2時間まで）

○無給

○未就学児の養育のた

め勤務時間の一部また

は全部を勤務しないこ

と（1日2時間までまた

は1年に10日相当ま

で）

○無給

○小学校就学前の子ど

もが対象

○年5日以内（子が2人

以上の場合には10日）

○対象要件ｰ6月以上の

任期が定められている

者または6月以上継続

勤務している者

○無給

○小学校3年生までの

子どもが対象

○年5日以内（子が2人

以上の場合には10日）

○感染症による学級閉

鎖等に伴う子の世話及

び教育・保育に係る行

事への参加でも取得可

○対象要件を削除

○無給

○年5日以内（要介護

者が2人以上の場合に

は10日）

○対象要件ｰ6月以上の

任期が定められている

者または6月以上継続

勤務している者

○無給

○年5日以内（要介護

者が2人以上の場合に

は10日）

○対象要件を削除

○無給

子の看護等育児時間 短期介護

今回拡充される両立支援関係の措置


